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平成 29年度
第 1回 医師国保通常組合会

と　き　平成 29年 7月 20 日（木）15：00 ～

ところ　山口県医師会 6階会議室

Ⅰ　開会
　事務長、出席議員の確認を行い、議員定数32名、

出席議員 25名で定足数に達しており、会議が成

立する旨報告。

Ⅱ　理事長挨拶
河村理事長　本日は、お暑い中お集まりいただき、
ありがとうございます。

　本年度第 1回の組合会となりますが、現在の

状況としては、被保険者数の減少に伴い保険料収

入が減少しております。さらに、平成 28年度か

らの国庫補助金の見直しにより、5年かけて、補

助率が毎年 3.8% ずつ下がり、最終的に 32% が

13%になります。

　決算では、療養給付費が前年度より減少したこ

と等により、3年連続の単年度収支黒字となって

おります。しかしながら、高額薬剤が私たちのよ

うな小さな国保組合に大きな影響を及ぼしていま

す。

　また、先日、山口県国民健康保険団体連合会の

理事会に出席いたしましたが、自分以外はすべて

市町国保でした。つまり、山口県内において、単

体で国保組合を運営しているのは当組合だけで

す。そのような状況の中、今後の運営について模

索すべき点が 3つあります。

　1つは山口県医師会としての医師国保組合をそ

のまま継続、2つ目は中四国薬剤師国保組合のよ

うに地域でブロック統合し組合を作る、3つ目は

全国の医師国保を一つに取りまとめる、という案

です。

　医師国保においては、補助金の削減など厳しい

状況にあることから、当組合も今後の方向性を考

えていきたいと存じます。

　また、会社等が運営する健康保険組合も解体し、

協会けんぽに移行する事例も増えていますので、

全国的にはそのような傾向にあるということも考

えながら、情報収集に努めたいと思います。

　本日は、よろしくお願い申し上げます。      　

Ⅲ　議事録署名議員指名
　議長、議事録署名議員を次のとおり指名。

　　　小川　清吾　議員

　　　中嶋　　薫　議員

Ⅳ　議案審議
承認第 1号　平成 28年度事業報告について

（清水常務理事）
1　被保険者

　1「被保険者の状況」は、平成 27年度末の 4,521

人に対し、28年度末は4,341人となった。180人、

率にして約 4％の減少となっており、全種別で減

少がみられる。

　被保険者数は、平成 19年度末の 5,809 人を最

高に年々減少しており、9年間で約 1,460 人の

減、これは、約 4分の 1に相当する人数であり、

28年度末の被保険者数は、ピーク時の約 4分の

3まで落ち込んでいる状況である。

　減少の要因は、平成 20年度の後期高齢者医療

制度の創設により、75 歳に到達した被保険者が

資格を喪失すること、また、26 年度、保険料の

引き上げと同時に療養の給付付加金制度を廃止し

たことにより、従業員である乙種組合員及びその

家族が協会けんぽに加入されたことなどが挙げら

れる。

　他の国保組合でも同様に減少傾向にあり、来

週開催の中国四国医師国保組合連絡協議会におい
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て、組合員の加入促進等が議題となっているので、

各県の対応策を参考にし、本組合としても危機感

をもって検討していきたいと考えている。

　なお、表中のカッコ書きは、欄外に「注」とし

て記載をしているが、平成 9年 9月 1日以降に

健康保険適用除外承認を受けて加入した者の人数

を再掲したものである。　

　これに該当する被保険者の医療費に係る国庫

補助率は、社会保険並みの補助率で新規分として

13％となり、その他の被保険者の医療費に対す

る国庫補助率の従来分と区分して、補助金の申請

をすることになる。　

　2「被保険者数の推移」では、平成 28 年 4月

から 29年 3月までの各月末の被保険者数と年度

平均の被保険者数を示している。

　未就学児と 65 歳～ 74 歳は、わずかではある

が増加しており、7歳から 64 歳の若い世代の被

保険者が減少していることがわかった。

　3「介護保険第 2号被保険者数の推移」は、本

組合の 40 歳以上 65 歳未満の該当被保険者数の

推移を掲げているが、減少傾向にある。

　「後期高齢者組合員（被保険者でない組合員）

の状況」では、平成 28 年度末で、75 歳以上の

被保険者でない甲種組合員が 163 人、乙種組合

員が28人いる。広域連合の被保険者であるので、

組合員資格のみを継続されることとなるが、本組

合の健康診断を受診されるなど、保健事業の対象

者となり、また、75 歳未満の甲種組合員の家族

や乙種組合員などが引き続き本組合の被保険者と

して加入していただいている。

　4｢ 甲種組合員の年齢構成 ｣では、平成 28年 5

月 1日現在で示しており、平均年齢は 61.9 歳と

なっている。　

2　保険給付

　1「医療給付の状況」の (1) 全体分では、療養

の給付等と療養費等を合計して、費用額計は 8

億 2,963 万 4,034 円で、これを欄外の 27 年度

の数値と比較すると対前年度比 93.1％で、額に

して約 6,168 万円の減となっている。

　被保険者数の減少にともなう件数、費用額の減

少もあるが、年間費用額が 1千万円を超えた被

保険者が、平成 27 年度は 4名だったが、28 年

度は 2名であったこと、また、27 年度において

C型慢性肝炎の治療薬のハーボニー配合錠、ソ
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名おられたが、28 年度は該当者がなかったこと

も医療費全体が減少した要因と考えられる。

　再掲の (2) 前期高齢者分、(3)70 歳以上一般分、

(4)70 歳以上現役並み所得者分、及び (5) 未就学

児のいずれも件数、費用額ともに前年度より減少

している。

　(2) 前期高齢者については、65歳から 74 歳ま

での被保険者分を再掲したものであるが、(1) 全

体分に占める費用額の割合は、約 33％となって

いる。

　被保険者数で見ると、全体の約 13% であるの

で、前期高齢者の 1人当たりの医療費が高いこ

とがわかる。

　なお、療養費については、(1) 全体分で、件数

は 545 件、費用額は約 394 万円となっている。

これは、コルセット等の装具や柔道整復師等によ

る施術に対する給付であるが、前年度は 603 件、

費用額約 413 万円だったので、若干減少してい

る。

　このうち、柔道整復師に係る療養費については、

平成 25年度以降、本組合に届いた療養費支給申

請書の全件について、負傷原因等の患者調査を実

施し、また、『医師国保組合のしおり』に「柔道

整復師の正しいかかり方」を掲載するなど、適正

受療について広報をしている。

　2「療養の給付等内訳」では、診療費、調剤、

食事療養・生活療養、訪問看護ごとに件数と費用

額を記載し、また、診療費については、3「診療

費内訳」として、入院、入院外、歯科に区分して、

それぞれ件数、日数、費用額等を記載している。

　平成 27年度と比較して、ほとんどの項目で減

少していることがわかった。

　4「高額療養費負担分」については、平成 27

年 1 月診療分より、所得による自己負担限度額

が 5区分に細分化され、それぞれ、自己負担限

度額を超えた額を高額療養費として支給してい

る。

　平成 28 年度では支給件数は 448 件で、27 年

度より 62 件減少しているが、支給額は約 1,318

万円増の約 6,383 万円となっている。これは、

レセプト 1件当たりの費用額が高額であったた

め、件数は減少したにもかかわらず、高額療養費

の支給額が増加したものである。

　5「傷病手当金」については、平成 13 年 4月

に乙種組合員を対象に創設した制度であるが、

24年4月からは甲種組合員も対象となっている。

28 年度は合計で 5人、93 万 3 千円を支給して

いる。前年度に比べ、半減に近い支給状況であっ

た。

　6「その他の保険給付」で、「出産育児一時金」

は 25件分で 1,088 万 720 円、「葬祭費」は甲種

組合員分として 1件 20万円を 6件、その他の被

保険者について 1件 10万円を 6件支給し、合計

12件で 180 万円を支給している。

　

3　保健事業

　1「健康診断の実施」においては、実施郡市医

師会が 16郡市で、実施者の合計 1,267 人、助成

金 2,782 万 6,521 円であり、被保険者数の減少

にともない、前年度と比較して、156 名、347

万 9,880 円の減となっている。

　2「保健事業費の助成」は、甲種組合員 1人当

たり 700 円を 1月末日の人数に基づいて各郡市

医師会に助成し、74万 3,400 円を支出している。

　3｢ 特定健康診査・特定保健指導の実施 ｣では、

平成 28年度の実施状況を掲げている。

　(1) 特定健康診査では、対象者 2,586 人に対し、

実施者は特定健診受診者と特定健診受診者とみな

した者をあわせて 1,377 人で、受診率は約 53％

となった。前年度より 3%の減少となっている。

　平成 20年度の実施開始以降、受診率が減少し

たのは 28年度が初めてであり、健康診断受診者

の減少が要因となっている。

　また、第 2期実施計画で定めた、平成 28年度

の目標値 65％に達することができなかった。

　なお、事業者健診受診者については、平成 23

年度から事業者健診の結果データを提供していた

だいているが、28年度においては 105 人のデー

タをご提供いただいたところである。これにより、

受診率が約 4％増加しており、先生方のご協力に

感謝申し上げる次第である。

　(2) 特定保健指導については、1,377 人の特定

健診受診者のうち、動機付け支援対象者 51 人、

積極的支援対象者 33人に「特定保健指導利用券」
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を送付したが、利用者は動機付け支援 1人、積

極的支援 3人となっている。

　未利用者に対し、郵送による利用勧奨を行って

いるが、特定保健指導については、目標値 25％

を大きく下回る結果となっている。

　なお、厚労省は、特定健診・保健指導が、全保

険者で取り組む保健事業であることから、保険者

機能の責任を明確にするため、平成 29年度実施

分から、全保険者の特定健診・保健指導の実施率

を公表するとしている。今後、保険者として特定

健診未受診者への受診勧奨等の取組みが必要と

なっている。

　先生方のご協力についても、改めてお願い申し

上げる。

　4｢ 死亡見舞金の支給 ｣は、75歳以上の被保険

者でない組合員がお亡くなりになった際に、10

万円を支給するが、10人分 100 万円を支出して

いる。

　5｢ 第 15回『学びながらのウォーキング大会』」

は、昨年 11月 23日に、山口市で開催したウォー

キング大会について、参加者数等の実施状況を記

載している。

　6「甲種組合員疾病分類」は、平成 28 年 5

月診療分について、45 歳未満、45 ～ 69 歳、

70 ～ 74 歳の 3区分に分けて示している。合計

では、9の循環器系の疾患が多い。　

　7｢ 死没甲種組合員（後期高齢者組合員を含む）

疾病分類 ｣では、死没甲種組合員の死亡原因を分

類したものであり、75 歳以上の後期高齢者組合

員 10名を含めて 16名であった。　

議案第 1号　平成 28年度歳入歳出決算
　　　　　　　　　　　　　　（清水常務理事）
　歳入歳出ともに当初予算額 14億 9,527 万 5千

円であったが、平成 28年度中に、新たな勘定科

目の設置と予算額の計上が必要になったことか

ら、本年 2月の組合会において、補正予算を議

決していただき、6,624 万 3 千円を減額補正し、

補正後の予算額は、14億 2,903 万 2千円とした。

　歳入決算額は、14 億 5,237 万 24 円、歳出決

算額は 12 億 4,509 万 5,080 円で、歳入歳出差

引額は 2億 727 万 4,944 円となっている。

　平成 26年 4月に保険料を引き上げて以降、単

年度収支は 3年連続黒字となっている。

　平成28年度は、国庫補助率削減の初年度であっ

たため、影響額があまり大きくなかったことや共

同事業交付金の増収、また、支出では、療養給付

費が前年度より 7％減であったこと等により黒字

決算となっているが、今後、補助金の減額分が増

加していく状況を考えると、本組合の財政は厳し

い状況に変わりはない。

＜歳入の部＞

　第Ⅰ款「国民健康保険料」は、医療給付費分保

険料等 4種類の保険料の合計で、9億 7,412 万

3,500 円の収入があり、収入総額の約 67％を占

めている。

　被保険者数の減少を見込み 4,200 万円の減額

補正をしたが、収入額は、補正後の予算額を約

25万円上回っている。

　第Ⅱ款第 1項「国庫負担金」は、本組合の人

件費等に対する事務費負担金で、被保険者数に

よって算定され 422万 4,211 円の収入があった。

　第 2項「国庫補助金」の ｢ 療養給付費等補助

金 ｣ は、本組合が支出した療養給付費等、後期

高齢者支援金、介護納付金等に対する補助であ

り、見直し後の補助率で交付され、合計して 2

億 2,622 万 1,386 円の補助があった。

　平成 28 年度の従来分の補助率は、32% から

28.2％に引き下げられているが、これにより約

2,200 万円の補助金が減額となった。　

　療養給付費等補助金の中には、特別調整補助金

（保険者機能強化分）として、全国国保組合協会

に支払った「共通システム共同事業負担金」140

万 3 千円に対する補助金やウォーキング大会等

の経費の一部についての補助金も含まれている。

　平成 28年度は、初めてがん検診も補助対象と

なったことから、本組合では、健康診断の任意の

検査項目である胃がん検診等についても補助申請

を行い、約 116 万円の交付を受けている。

　「出産育児一時金等補助金」のうち、「出産育

児一時金補助金」は、42万円の支給に対して 10

万 5千円の補助金が交付され、交付額は 252 万

円となっている。
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　「高額医療費共同事業補助金」は、国からこの

事業を委託されている全国国保組合協会に、高

額医療費共同事業拠出金として、平成 28年度に

2,416 万 3 千円を支払ったが、これに対し 120

万 4千円の補助金があった。　

　「特定健康診査等補助金」は、平成 28 年度の

特定健診、特定保健指導の実施見込み件数に対

し、概算払いとして 80 万 4 千円の補助金があ

った。

　「社会保障・税番号制度システム整備補助金」は、

補正予算で新たに勘定科目を設置した目であり、

当初、第 1目療養給付費等補助金に計上してい

た 1千万円を予算計上したものである。

　社会保障・税番号制度導入に対応するための

経費として、個人番号の管理に必要なシステム改

修経費や統合専用端末一式等の備品購入費及び全

協のシステム負担金等約 984 万円の支出に対し、

714 万 7千円の補助金交付があった。

　第Ⅲ款「共同事業交付金」は、高額医療費共同

事業で、各国保組合が拠出金を出し合い、1件が

100 万円を超えるレセプトについて、その 100

万円を超える額に応じて、全国国保組合協会から

交付金が支給され、平成28年度の交付額は5,179

万 3千円であった。

　事務費とあわせて共同事業拠出金として、

2,418 万 4 千円を拠出しているので、拠出金の

倍以上の交付金を受けている。対象となる 1件

100 万円以上のレセプトで、特に高額なレセプ

トが多数あったことから、共同事業の恩恵を受け

ることができた。

　第Ⅳ款「財産収入」は、第 1項「財産運用収入」

で、予算額 10万円に対し、5万 2,310 円の利息

収入があった。

　第Ⅴ款の「繰入金」は、ない。

　第Ⅵ款の「繰越金」は、平成 27年度剰余金か

らの繰り越しであり、1億 8,377 万 8,052 円と

なっている。

　第Ⅶ款「諸収入」の第 1項「預金利子」であるが、

これは平素組合の運用に充てている資金の利息で

あるが、利息のつかない決済性預金にしており、

利息はない。

　第 2項「雑入」では、山口県国保連合会から、

70 歳以上の一般に該当する被保険者の療養費の

1割分が交付された。

　収入合計額は 14 億 5,237 万 24 円で、前年度

比 96％となっている。

＜歳出の部＞　

　第Ⅰ款「組合会費」は、組合会開催に要した旅

費等の経費で、220 万 5,380 円を支出している。

　第Ⅱ款第 1項「総務管理費」は、役員報酬等

の人件費や旅費、消耗品費など事務経費として、

4,349 万 4,347 円を支出している。

　マイナンバー制度については、平成 29 年 7

月の情報連携開始に向けて準備を進めてきたが、

29年 7月から約 3か月間は、試行運用期間とさ

れ、本稼働は本年 10月に延期されている。

　情報連携が開始されれば、現在、「資格取得届」

等の添付書類として提出いただいている「住民票」

が不要となる予定であるが、本稼働までは提出い

ただくこととなるので、4月に全組合員に配付し

た『平成 29年度医師国保組合のしおり』に記載

のとおり手続きをお願いする。

　なお、本稼働の日程が決定し、「住民票」等の

添付書類が不要となる際には通知をするので、引

き続き従来どおりの手続きについて、ご協力をよ

ろしくお願いする。

　第 2項「徴収費」は、各郡市医師会へ保険料

徴収事務費として甲種組合員 1人あたり 500 円

を交付し、53万 1千円を支出している。

　第Ⅲ款「保険給付費」の、第 1項「療養諸費」

内「療養給付費」については、支出額は 5億 8,239

万 2,914 円で、前年度より約 4,549 万円の減と

なり、予算額に対し 1,434 万 455 円の不用額が

出ている。

　「療養費」は 277 万 7,806 円を、「審査手数料」

については 290 万 6,550 円を支出している。

　第2項「高額療養費」の支出額は、6,383万1,631

円で、予算額に対し 1,571 万 631 円の不足額が

生じたので、第 1項「療養諸費」の「療養給付費」

から流用を行った。

　第 3 項「移送費」は、1 件分、1 万 960 円を

支給している。

　第 4項「支払手数料」は、出産育児一時金の
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直接支払制度を利用された場合に、手数料として、

山口県国保連合会に 1件あたり 210 円を支払っ

ており、平成 28年度は 5,460 円を支出している。

　第 6項「療養の給付付加金」については、平

成 26年 3月診療分をもって廃止しているが、月

遅れのレセプトが出る可能性があることから、科

目存置として 1千円を計上していたが、該当レ

セプトはなかった。

　第Ⅳ款「後期高齢者支援金等」から第Ⅶ款「介

護納付金」は、厚労省が示した算出式により、予

算額を計上していたが、第Ⅳ款「後期高齢者支援

金等」については、当初予算額に不足額が生じた

ことから、1万 7千円を増額補正していただいた。

　第Ⅳ款から第Ⅶ款まで、いずれも支出額欄に記

載の金額を社会保険診療報酬支払基金に納付して

いる。

　第Ⅷ款第 1項「共同事業拠出金」は、全国国

保組合協会に支払った額で、2,418 万 4 千円と

なっている。

　第 2項「共同事業負担金」の「国民健康保険

組合共通システム共同事業負担金」は、平成 23

年度から支出している項目であるが、全国国保組

合協会が開発をしている国保組合共通システム

に対する負担金で、各国保組合の被保険者数を基

に全国国保組合協会が算出した額で、28 年度は

140 万 3千円を負担している。

　「社会保障・税番号システム負担金」は、平成

27 年度から負担しているもので、全国国保組合

協会が開発しているマイナンバー運用システムに

対する負担金であり、こちらも各国保組合の被保

険者数により負担額が算出され、平成 28年度は

282 万 5千円を支出している。

　第Ⅸ款「保健事業費」では、先程事業報告の保

健事業で説明した、特定健診・特定保健指導、健

康診断やウォーキング大会の経費等約 3,486 万

円を支出している。　

　「特定健康診査等事業費」では、「役務費」の

83万 3,175 円の中で、事業者健診結果データ提

供手数料として、1人あたり 1,000 円を支出し、

28 年度は 10 万 5 千円を支給している。特定健

診及び保健指導ともに、実施者が予算計上した人

数を下回ったため、予算額に約 180 万円の残額

が出ている。

　第2項「保健事業費」の「負担金補助及び交付金」

に計上していた健康診断の助成額についても、約

1,232 万円の不用額が出ている。

　第 2項の「高額医療費貸付金」と「出産費資

金貸付金」は、平成 28年度は新たな積み立ては

しなかった。　

　第Ⅹ款「積立金」の「特別積立金」は、法定積

立金の一つであるが、平成 28年度中には新たな

積立は行っていない。

　なお、積立金については、国庫補助見直しにと

もない、平成 28年度末から法定積立額の見直し

がされている。

　平成 28年度は決算額を、29年度以降は 29年

度の予算額とし、補助金は引き下げ後の補助率で

算出した額としている。

　特別積立金では、保険給付費にかかる率は 12

分の 2で、後期高齢者支援金等にかかる率は 12

分の 1となっている。

　平成 27 年度までは、どちらも 12 分の 2だっ

たので、後期高齢者支援金等については、1か月

相当分が積立不要となっている。

　法定積立額は 1 億 1,827 万 3,750 円となり、

これを平成 29年度末までに積立する必要がある

が、現在の保有額は 2億円であり、29 年度中も

新たは積立は必要ないこととなる。

　また、給付費等支払準備金について、現在の保

有額は法定積立額の倍以上を保有しており、取り

崩し可能額がある。

　第ⅩⅠ款「公債費」の支出はない。

　第ⅩⅡ款「諸支出金」の「償還金」は、平成 27

年度療養給付費分補助金の超過交付分 1,784 万

9,784 円を国庫に返還したものである。

　第ⅩⅢ款「予備費」については、補正予算で、8,709

万 9 千円の減額をし、予算現額及び不用額は 1

億 4,063 万 9千円となったところである。

　支出合計額は、12億 4,509 万 5,080 円となり、

前年度に比べて 7%の減となっている。　

　財産目録では、積立金、基金及び什器備品を掲

げている。　
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議案第 2号　平成 28 年度歳計剰余金の処分に
ついて
　2 億 727 万 4,944 円の剰余金が生じたので、

全額を翌年度繰越金にしようとするものである。

平成 29年度予算の繰越金の予算額は、1億 8,809

万 5 千円を計上していたが、共同事業交付金の

決算額が見込み額を大幅に上回ったことにより、

約 1,918 万円の増額となっている。

　何卒慎重ご審議の上、ご承認の程お願い申し上

げる。　

監査報告
　議長、監事の監査報告を求める。

篠原監事　山口県医師国民健康保険組合の平成
28 年度歳入歳出予算の執行状況並びに同決算の

状況を監査したところ、適切に事業の執行がなさ

れ、決算状況も適正であるものと認める。

　　平成 29年 7月 6日

　　　　　山口県医師国民健康保険組合

   監事　藤野　俊夫

   監事　篠原　照男

   監事　岡田　和好

採決
　議長、全議案について順次採決を行い、議員

の挙手全員により原案どおり可決された。以上を

もって議案の審議がすべて終了した。

Ⅴ　閉会の挨拶
河村理事長　本日は、ご協力ありがとうございま
した。

　翌週、中国四国医師国民健康保険組合連絡協議

会が開催されますので、そこで情報収集に努めた

いと思います。

　また、日医では、現在大きな動きはないものの、

今後なんらかの動きを示すことになろうかと思わ

れますので、その点につきましても、情報があれ

ば、皆様に早急にお知らせしたいと思います。

　本日は誠にありがとうございました。
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